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が

障
害
者
医
療
証

切
り
替
わ
り
ま
す

　
市
で
は
、
３
年
ご
と
に
障
害

者
医
療
証
の
更
新
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
現
在
の
障
害
者
医
療

証
の
有
効
期
限
は
、
９
月
30
日

（
金
）
ま
で
で
す
。
新
し
い
医

療
証
を
９
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。

【
新
し
い
障
害
者
医
療
証
】

●
色

▽
小
学
生
以
上
～
65
歳
未
満
＝

青
色

▽
65
歳
以
上
＝
白
色

●
有
効
期
限
　
平
成
26
年
９
月

30
日
ま
で

●
そ
の
他

①
平
成
26
年
９
月
30
日
ま
で
に

65
歳
に
な
る
人
は
、
65
歳
に

な
る
誕
生
月
の
末
日
（
１
日

生
ま
れ
は
前
月
末
日
）
ま
で

の
有
効
期
限
と
な
り
ま
す
。

　
　
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人

は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

へ
の
加
入
を
選
択
し
た
場
合

に
限
り
、
障
害
者
医
療
が
適

用
さ
れ
ま
す
。
市
か
ら
65
歳

の
誕
生
月
の
前
に
通
知
し
ま

す
の
で
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
す
る
場
合
は
、

改
め
て
障
害
者
医
療
証
（
65

歳
以
上
用
）
の
交
付
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い

②
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

の
等
級
が
１
級
で
障
害
者
医

療
の
受
給
認
定
を
受
け
た
人

は
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
の
有
効
期
限
と
な
り
ま

す
。

　
　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
有
効
期
限
が
近
づ
い
た

ら
、
ま
ず
手
帳
の
更
新
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
（
担
当

窓
口
は
福
祉
課
）。
更
新
後

に
交
付
さ
れ
た
手
帳
の
等
級

が
１
級
の
場
合
は
、
改
め
て

障
害
者
医
療
証
の
交
付
申
請

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

（
障
害
者
医
療
証
の
交
付
申

請
月
の
初
日
か
ら
適
用
）

■
問
い
合
わ
せ
先

▽
障
害
者
医
療
に
関
す
る
こ
と

国
保
医
療
課
国
民
健
康
保
険

係�

☎
（
36
）
１
３
６
３

▽
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

に
関
す
る
こ
と

　
福
祉
課
障
害
者
福
祉
係

�

☎
（
36
）
３
１
３
５

　宗像地区消防本部で７月23日、救
急救命講習を受講。「救命のリレー」
という内容で、救急救命士から指導を
受けました。
　最初に、骨折の応急手当として三角
巾を使った方法や、三角巾の代わりに
Ｔシャツなどの衣類を使用した手当の
仕方を学びました。
　次に、食べ物が喉に詰まった時の処
置（腹部突き上げ法）や出血時の応急
手当など、過去に何度も講習を受けて
分かったつもりでいましたが、いざ始
めてみると自信がなくオロオロ…。繰
り返しの練習が必要だと痛感しまし
た。
　続いて、心肺蘇生法の講習です。病
気やけがなどで倒れている人を救うに
は、救急車が到着するまでの救命手当が、命に関わる大事な役割を果た
します。班に分かれて、意識や呼吸の確認、救急車やＡＥＤ（自動体外式
除細動器）の要請、人工呼吸や胸骨圧迫など、団員が連携して実施しまし
たが、やはりここでも、日ごろの練習が欠かせないと実感しました。
　命を救うためには、いざという時の備えが大切です。市民のみなさん
も救急救命講習会などの機会を見つけて、講習を受けてみてはいかがで
すか。　　　　　　　　　　　　　　　（同消防団員広報班・真鍋久美子）
■問い合わせ先　生活安全課　☎（36）５０５０

女性
消防団員
まるごと！ 救急救命講習で

練習の必要性を
再確認

ＡＥＤを使った救命を学ぶ団員

倒れている人の呼吸を確認する団員

即
日
交
付
も
で
き
ま
す

印
鑑
登
録
証
と
印
鑑
証
明
書

●
印
鑑
登
録
と
は

　
不
動
産
の
売
買
や
登
記
、
自

動
車
登
録
な
ど
の
財
産
権
の
権

利
義
務
の
発
生
や
変
更
な
ど
の

手
続
き
に
は
、
印
鑑
登
録
が
必

要
で
す
。

　
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
て
い
る
人
や
外
国
人
登
録

原
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

は
、
印
鑑
登
録
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
15
歳
未
満
の
人

や
成
年
被
後
見
人
は
印
鑑
登
録

を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
印
鑑
登
録
の
方
法

▽
即
日
交
付
で
き
ま
す

　
登
録
す
る
本
人
が
、
運
転
免

許
証
な
ど
官
公
署
が
発
行
し
た

顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
を

持
参
し
た
場
合
は
、
市
が
本
人

確
認
で
き
れ
ば
、
印
鑑
登
録
証

と
印
鑑
証
明
書
を
即
日
交
付
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
次
の
場
合
は
、
即
日
交
付
で

き
ま
せ
ん

　
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真

付
き
の
身
分
証
明
書
が
な
い
場

合
は
、
ま
ず
、
印
鑑
登
録
を
す

る
印
鑑
を
持
っ
て
市
民
課
窓
口

で
登
録
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。
後
日
、本
人
確
認
の
た
め
、

市
か
ら
自
宅
へ
文
書
を
郵
送
し

ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
し
た

文
書
と
登
録
す
る
印
鑑
を
持
っ

て
再
度
、
市
民
課
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　
代
理
人
が
の
登
録
申
請
を
す

る
場
合
は
、
登
録
す
る
本
人
自

筆
の
委
任
状
と
印
鑑
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
本
人
確

認
の
た
め
、
市
か
ら
自
宅
へ
文

書
を
郵
送
し
ま
す
。
必
要
事
項

を
記
入
し
た
文
書（
本
人
自
筆
）

を
持
っ
て
再
度
、
市
民
課
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
印
鑑
証
明
の
請
求

　
請
求
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
、
印
鑑
登
録
の
時
に
発
行

し
た
印
鑑
登
録
カ
ー
ド
と
一
緒

に
市
民
課
窓
口
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
印
鑑
登
録
カ
ー
ド
に

暗
証
番
号
が
登
録
さ
れ
て
い
る

場
合
は
、
カ
ー
ド
を
使
っ
て
市

内
の
自
動
交
付
機
で
印
鑑
証
明

書
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
同
一
世
帯
の
人
で

あ
れ
ば
、
市
内
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
で
も
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
こ
の

場
合
も
請
求
す
る
人
の
印
鑑
登

録
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
。

■�
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課

☎
（
36
）
１
１
２
６

現
在
の
有
効
期
限
は
９
月
30
日（
金
）ま
で
で
す

【
①
の
場
合
】

【
②
の
場
合
】

平
成
26
年
９
月
30
日
ま
で

に
65
歳
に
な
る
人
は
、
誕

生
月
の
末
日
ま
で
が
有
効

期
限
（
１
日
生
ま
れ
の
人

は
前
月
末
日
ま
で
）

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

の
等
級
が
１
級
で
障
害
者
医

療
受
給
認
定
を
受
け
た
人

は
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
の
有
効
期
限
ま
で

65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人

は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
（
選
択
）
す
れ

ば
障
害
者
医
療
の
受
給
可

有
効
期
限
が
近
づ
い
た

ら
、
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
の
更
新
手
続
き

（
窓
口
＝
福
祉
課
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

加
入
申
請

（
窓
口
＝
国
保
医
療
課
）

更
新
の
結
果
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
等
級

が
１
級
と
認
定

障
害
者
医
療
証
の

交
付
申
請

（
窓
口
＝
国
保
医
療
課
）

障
害
者
医
療
証
の

交
付
申
請

（
窓
口
＝
国
保
医
療
課
）


